第１号様式
船橋市住民税非課税世帯等エアコン購入費助成金要件確認申込書

　　令和　　年　　月　　日

船橋市長　あて

　次のとおり、船橋市住民税非課税世帯等エアコン購入費助成金の要件確認のため、船橋市住民税非課税世帯等エアコン購入費助成金交付要綱第６条第１項の規定により申し込みます。
	申込者
	ふりがな
	
	電話番号
	

	
	氏名
	
	生年月日
	年　　月　　日

	
	住所
	

	世帯員
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　）

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　）

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　）

	世帯区分
	□　申込者及び世帯の全員が令和７年度の住民税非課税又は均等割のみ課税の世帯
□　生活保護受給世帯

	申込理由
	□　自宅にエアコンを設置していないため。
□　自宅にエアコンは設置しているが、故障等により冷房機能が使用できないため。

	同意・誓約
事項
	□　裏面記載の各事項について、同意又は誓約・確認した。


※後日市から申込者に連絡の上、訪問日時を調整します。所要時間は、３０分程度です。

添付書類
	（令和７年１月２日以降に船橋市に転入した方のみ）
· 世帯全員の令和７年度住民税課税（非課税）証明書
（配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方のみ）
· 支援措置等を受けていることが確認できる書類



１　同意事項
	(1) 船橋市住民税非課税世帯等エアコン購入費助成金の交付可否の審査に必要な範囲で、申込者及び世帯員の住民基本台帳情報、住民税情報、生活保護受給情報、価格高騰支援給付金、定額減税補足給付金情報等を調査、確認することに同意する。
(2) 船橋市は、同助成金の交付に伴い、申込者が締結するエアコンに関する契約、それに伴う諸工事及び家主との賃貸借契約に関する事項について一切の責任を負わないことに同意する。
(3) 船橋市職員が訪問調査する際、必要に応じて自宅の外観・内観を撮影することに同意する。


２　誓約・確認事項
	(1) 同助成金の上限額は１００，０００円であり、上限額を超えた部分については自己負担となること。
(2) 自宅への訪問調査後に購入・設置した新品のエアコンが助成対象となること。
(3) 訪問調査後のエアコンの購入及び設置工事の依頼は、申込者が行うこと。
(4) エアコンの購入・設置完了後に、船橋市へ助成金の交付申請を行う必要があり、交付申請を行わなかった場合、助成金は交付されないこと。
(5) エアコンの設置場所は、申込者の自宅であること。
(6) 自宅に現にエアコンを設置しているが、故障等で冷房機能を使用できないことを理由に同助成金を申請する場合は、当該エアコンの所有権が申込者にあること。
(7) 設置場所が賃貸物件の場合は、同助成金の申請前に当該物件の貸主にエアコンの設置について承諾を得ていること。
(8) 同助成金で購入・設置したエアコンについて、申込者は最善の注意をもって使用し、維持管理に努めること。
(9) 同助成金で購入・設置したエアコンを事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(10) 助成金の交付申請に係る書類の不備による振込不能等があり、市において確認等に努めたにもかかわらず、市長が定める期日までに当該書類の補正が行われないことその他助成決定者の責に帰すべき事由により、助成金の支給ができなかったときは、当該助成に係る申請は取り下げられたものとみなすこと。
(11) 申込者及び世帯員は、暴力団員等や暴力団密接関係者ではないこと。



